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柏市公共施設ＬＥＤ化事業に関するプロポーザル方式公募要領  

 

１  目的，概要  

( 1 )  目的  

  本市は，柏市役所ゼロカーボンアクションプランを策定し，２０

３０年度までに公共施設の照明ＬＥＤ化１００％を目標としている。

本事業は，当該目標の達成に向け，複数の公共施設について，リー

ス方式により既存照明のＬＥＤ化を実施しようとするもの  

  ＬＥＤ化に当たっては，費用対効果のほか，省エネ性能を踏まえ

た機器の選定方針，多数の公共施設への設置に係る業務実施体制等

を総合的に評価するため，プロポーザル方式により契約を締結しよ

うとするもの  

( 2 )  業務概要  

  別紙「施設概要」の１００施設について，令和８年度から１０年

度までに既存照明のＬＥＤ化を実施した上でリース契約を行い，リ

ース期間終了後は市にＬＥＤ照明を無償で譲渡するもの  

  なお，既存照明のＬＥＤ化に当たっては，別紙「施設詳細」，市

から提供する図面等及び現況確認結果を参考にした上で，省エネ及

び作業環境に配慮したＬＥＤ照明を設計し，工事を実施するものと

する。  

( 3 )  契約期間等  

 ア  設置工事期間  

   契約締結日の翌日から令和１１年３月３１日まで  

 イ  賃貸借期間  

   １２０か月（１０年間）  

   賃貸借開始日の前日までにＬＥＤ照明の設置及び検査・調整等

が完了した施設ごとに賃貸借期間を設定するものとする。  

   （例：賃貸借期間を３グループに分けて設定する場合）  

   令和９年１月３１日までに設置した施設グループ  

    ⇒令和９年２月１日から令和１９年１月３１日まで  

   令和９年９月３０日までに設置した施設グループ  

    ⇒令和９年１０月１日から令和１９年９月３０日まで  

   令和１０年９月３０日までに設置した施設グループ  

    ⇒令和１０年１０月１日から令和２０年９月３０日まで  

   ※賃貸借期間のグループ分けは３～６グループ程度を想定して
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いる。  

 

( 4 )  予定金額（上限金額）  

４２２，２０４千円（消費税及び地方消費税を含む。）  

当該金額は賃貸借期間におけるリース料の総額であり，令和８年

度予算及び令和９年度から令和２０年度までの債務負担行為の設定

により，予算措置をしている。  

 

２  参加資格  

参加資格を有する者は，令和８年４月１日から契約締結の日までに

おいて，次の要件の全てを満たす者とする。  

なお，本プロポーザル参加後においても，参加資格要件を満たさな

くなった場合は，当該参加者の参加資格を取り消すことがある。  

( 1 )  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しないこと。  

( 2 )  電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者

又はこの公告の日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにし

た者に該当しないこと。  

( 3 )  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続

きの申立てがなされている者に該当しないこと。  

( 4 )  柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制

定）に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成

２６年１２月１８日制定）に基づく指名排除を受けていないこと。  

( 5 )  主たる事業所を有する所在地に係る地方税，法人税，消費税及び

地方消費税を滞納していないこと。  

( 6 )  官公庁が令和３年度以後に発注した５００万円以上の既存照明の

ＬＥＤ化業務又はこれに類する業務について，元請として履行完了

（履行中を含む。）した実績があること。  

なお，ＬＥＤ化業務には，工事委託，リースのいずれも含むもの

とし，新築・増築施設における新規のＬＥＤ設置は類する業務に含

まないものとする。  

また，実績は，本事業の実施体制に含まれる協力事業者が有する

実績でも構わない。  

( 7 )  単体事業者に加え，共同事業体の参加も認めるものとする。共同
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事業体を構成して参加する場合にあっては，次の全ての要件を満た

していること。  

 ア  構成員において決定された代表者が，共同事業体の協定書にお

いて明らかであること。  

なお，公募への参加に関する権限は代表者に帰属するものとす

ること。  

また，代表者については，業務の遂行に責任を持つことのでき

る事業者とする。  

 イ  協定書には，各構成員の代表者印を押印し，構成員の役割分担

を記載すること。  

 ウ  共同事業体を構成する代表者及び構成員が，本公募の他の参加

者（他の参加者が共同事業体である場合は，その代表者及び構成

員）でないこと。  

 エ  複数企業による共同事業体として公募に参加する場合は，共同

事業体内の各構成員が ( 1 )～ ( 5 )を満たすこと。 ( 6 )については，

共同事業体内のいずれかの構成員が満たしていればよいこと。  

 

３  全体スケジュール  

内容  期日  

公募開始  令和８年４月  １日  

質疑書の締切  令和８年４月２０日  

参加意思表明書の締切  令和８年４月２０日  

参加資格要件確認結果通知  令和８年４月２８日  

質疑書に対する回答  令和８年４月２８日  

提案書等の提出締切  令和８年５月１９日  

書類審査（一次審査）  令和８年５月２６日  

一次審査結果通知  令和８年５月２７日  

プレゼンテーション（二次審査）  令和８年５月２９日  

プロポーザル方式結果通知  令和８年６月  ５日  

契約締結（予定）  令和８年７月～令和９年１月  

※各実施日は特段の事情が生じた場合は変更することがある。  

※契約手続には，契約条件案の作成後，本市の事務処理として１か月

程度期間を有する見込みである。  

※債務負担行為の取扱い上，令和９年度以後に設置する照明も含め，

令和９年１月２８日までに契約締結を要する。器具数の著しい過大

（過少）及び本市施設の統廃合等による契約変更については，仕様

書の６（契約金額の上限等）の ( 3 )及び ( 4 )のとおり  
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４  参加意思表明について  

( 1 )  期限  

ア  持参の場合  

令和８年４月２０日  午後５時まで  

 ※期間中の受付時間は，月曜日～金曜日（国民の祝日（振替休

日を含む。）を除く。）の午前８時３０分～午後５時１５分

に限る。  

イ  郵送の場合  

令和８年４月２０日  必着  

( 2 )  提出書類  

ア  参加意思表明書（様式１）  

イ  暴力団排除に係る誓約書（様式２）  

ウ  主たる事業所を有する所在地に係る地方税，法人税，消費税及

び地方消費税の滞納がないことを示す証明書  

 ( ｱ )  国税  納税証明書（その３の３）  

 ( ｲ )  法人住民税（道府県民税及び市町村民税又は法人都民税）並

びに法人事業税に未納の税額がないことの証明書  

エ  ２の ( 6 )の実績を証する書類（契約書の写し等）  

オ  ２の ( 6 )を協力事業者の実績により満たそうとするものは，協

力事業者との関係が分かる資料（実施体制図や業務提携書等）  

カ  ２の ( 7 )の共同事業体で参加するものは協定書の写し  

( 3 )  提出先及び提出方法  

ア  持参の場合  

環境部ゼロカーボンシティ推進課（本庁舎４階）  

イ  郵送の場合  

事務局宛に送付すること。  

( 4 )  部数  

各１部  

( 5 )  結果通知  

  令和８年４月２８日までに書面にて通知する。通知方法は電子メ

ールとする。  

 

５  質疑について  

( 1 )  質疑方法  
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ア  質疑書（様式３）を電子メールで事務局あてに送付すること。  

イ  メールの件名は【（質疑）柏市公共施設ＬＥＤ化事業】とする

こと。  

ウ  送付先： z e r o c a r b o n @ c i t y . k a s h i w a . c h i b a . j p  

エ  送付した際は，事務局（ 0 4 - 7 1 6 8 - 0 7 0 3）に電話し到着確認を

する。  

オ  評価等に影響をおよぼすおそれがある質問（参加業者数・参加

業者名・選定委員等）についての質問は受付けない。  

( 2 )  質疑期間  

令和８年４月１日から令和８年４月２０日（午後５時）まで  

( 3 )  回答方法  

令和８年４月２８日までに市ホームページに掲載する。  

 

６  辞退について  

参加意思表明書の提出後，本プロポーザル方式を辞退する時は，辞

退届（様式４）をプレゼンテーション実施日の１０日前までに，以下

のとおり提出すること。  

( 1 )  持参の場合  

 環境部ゼロカーボンシティ推進課（本庁舎４階）  

( 2 )  郵送の場合  

 事務局宛に送付すること。  

 

７  提案書の作成と提出  

( 1 )  提案内容  

別紙「仕様書」及び「柏市公共施設ＬＥＤ化事業に関するプロポ

ーザル方式審査基準」の項目に沿ったものとすること。  

( 2 )  提出書類  

  以下の書類をＡ４版により作成すること。  

  また，プレゼンテーション時に提案書の内容をまとめた概要版を

使用する場合は，当該資料についてもＡ４又はＡ３版により作成す

ること。  

 ア  会社（法人）概要書  

   次の項目を記載すること。  

   なお，会社案内（パンフレット等）でも代用可とし，会社案内

（パンフレット等）はＡ４版でなくても可とする。  
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  ( ｱ )  会社 (法人 )名  

  ( ｲ )  本社所在地  

  ( ｳ )  設立年月日  

  ( ｴ )  資本金  

  ( ｵ )  業務内容  

 イ  業務受注実績書  

   元請として受注した業務（最大５件程度）について，次の項目

を記載すること。  

  ( ｱ )  受注年度  

  ( ｲ )  発注者（自治体等の名称）  

  ( ｳ )  業務概要  

  ( ｴ )  契約金額  

  ( ｵ )  履行期間  

 ウ  事業実施計画書  

  ( ｱ )  仕様書及び柏市公共施設ＬＥＤ化事業に関するプロポーザル

方式審査基準を踏まえた事業の実施方針に係る次の事項を記載

すること。  

   ①  事業計画  

   ②  現況確認  

   ③  詳細設計  

   ④  施工  

   ⑤  検査等  

   ⑥  維持管理  

  ( ｲ )  ( ｱ )の①～⑥の各項目について，実施区分（元受けと下請け

の役割分担）を記載するとともに，下請け会社の選定方針，施

工に係る１施設当たりの想定人員数（施設の大小に合わせた記

載も可）を記載すること。下請け業者又は協力事業者等の選定

に当たっては，事業の円滑，迅速，確実な実施の観点から，複

数の市内事業者を優先して選定すること。具体に至っていない

場合は，予定事業者や市内事業者活用の方針を記載すること。  

   ※市内事業者とは，本店が柏市内にある企業をいう。  

  ( ｳ )  ( ｱ )の①～⑤の各項目の進捗管理に関し，提案者内での役割

分担及び担当者を具体的に記載すること。担当者については，

これまでの経験を併せて記載すること。  

  ( ｴ )  別紙「施設概要」の１００施設について，おおむね想定され
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る事業実施スケジュールを記載すること。  

    なお，記載に当たっては，「施設概要」の工事希望年度，工

事不可期間及び備考並びに仕様書の８（事業計画）の記載を踏

まえつつ，特に令和８年度設置に当たっては施工可能期間が短

いため，現況確認，詳細設計，施工及び検査等に要する期間を

十分に考慮すること（提案書に記載されたスケジュールは評価

点の対象となるため，選定後に大きく修正することは原則とし

て認められないことに留意すること。）  

( 3 )  部数  

１０部（正本１部  副本９部）  

( 4 )  期限  

ア  持参の場合  

令和８年５月１９日  午後５時まで  

 ※期間中の受付時間は，月曜日～金曜日（国民の祝日（振替休

日を含む。）を除く。）の午前８時３０分～午後５時１５分

に限る。  

イ  郵送の場合  

令和８年５月１９日  必着  

( 5 )  提出先及び提出方法  

ア  持参の場合  

環境部ゼロカーボンシティ推進課（本庁舎４階）  

イ  郵送の場合  

事務局宛に送付すること。  

 

８  参考見積書の提出  

参考見積書及び内訳書の提出を以下のとおり行うこと。  

( 1 )  内訳書の項目  

  内訳書には，施設ごと及び全施設合計について次の内容が分かる

ように項目を設け，記載すること。  

ア  調査費  

イ  材料費  

ウ  施工費  

エ  仮設費  

オ  処分費  

カ  その他経費  
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( 2 )  上限金額  

１ ( 4 )に記載の予定金額（上限金額）を超えないこと。  

( 3 )  部数  

見積書及び内訳書  各１０部（正本１部  副本９部）  

( 4 )  提出方法  

提案書と合わせて期限までに提出すること。  

なお，紙媒体のほか，電子メールによりエクセル形式で提出する

こと。  

 

９  選定委員会及び一次審査（書類審査）  

 ( 1 )  選定委員会  

   最優秀提案者の選定は，柏市プロポーザル方式選定委員会（柏市

公共施設ＬＥＤ化事業）において行う。  

 ( 2 )  一次審査（書類審査）  

   選定委員会は，参加資格要件確認結果の合格者から提出された企

画提案書等を審査し，二次審査（プレゼンテーション審査）に進む

提案者（５者程度）を選定する。一次審査（書類審査）における審

査基準は「柏市公共施設ＬＥＤ化事業に関するプロポーザル方式審

査基準（書類審査）」のとおりとする。  

   なお，参加資格要件確認結果の合格者が５社程度に満たない場合

は，一次審査を行わず二次審査のみで最優秀提案者を選定する場合

がある。  

   一次審査の合格者には，一次審査結果通知を書面にて通知する。

通知方法は，電子メールとする。  

 

１０  二次審査（プレゼンテーション審査）  

( 1 )  日にち  

令和８年５月２９日  

( 2 )  場所  

未定（令和８年３月中に決定）  

なお，当日の集合場所（控室）は参加者に別途通知する。  

( 3 )  実施時間  

４５分以内とする（説明２５分＋質疑１５分，セッティング・撤

去に係る時間を含む）。  

( 4 )  人数  
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契約した際の責任者（担当者）を含め５名以内とする。  

( 5 )  貸出物品  

机・椅子・電源・外部接続ディスプレイ・ＨＤＭＩケーブルとす

る。それ以外の物品については，提案者の負担において用意するこ

と。  

( 6 )  参加者  

  プレゼンテーションの参加者は，一次審査の合格者（一次審査を

省略した場合は参加資格要件確認結果の合格者）のみとする。  

( 7 )  資料  

  プロポーザルにおける資料（投影資料を含む。）は，７により提

出した資料を使用することとし，軽易な誤字の修正を除き，資料の

追加提出・修正は不可とする。  

 

１１  審査基準（プレゼンテーション審査）  

別紙「柏市公共施設ＬＥＤ化事業に関するプロポーザル方式審査基

準（プレゼンテーション審査）」を参照すること。  

 

１２  プレゼンテーション審査の審査方法及び選定方法  

( 1 )  審査方法  

最優秀提案者の審査は，柏市プロポーザル方式選定委員会（柏市

公共施設ＬＥＤ化事業）における，プレゼンテーション審査による

ものとする。  

( 2 )  選定方法  

各委員の評点数の合計が最も高い提案者を最優秀提案者とする。  

なお，各委員の審査のばらつきを補正するため，最高点と最低点

を除外して集計する。  

また，評価点の合計が同点である場合は，協議により決定する。  

( 3 )  補足  

プロポーザルにおける提案金額が予定金額（上限金額）を上回る

場合は，失格とする。  

 

１３  プロポーザル方式結果通知  

プロポーザル方式結果は，参加した業者に対し書面にて通知する。

通知方法は，電子メールとする。  

 



 

10 
 

１４  結果公表  

プロポーザル方式結果は，市ホームページに公表する。  

 

１５  契約手続  

最優秀提案者と業務内容等について協議して最優秀提案を踏まえた

仕様書を作成し，協議が整った後，速やかに契約を締結する。  

なお，最優秀提案者と協議が整わない場合は，審査の得点上位の者

から順に同様の協議を行う場合がある。  

 

１６  事務局  

( 1 )  担当部署  

環境部ゼロカーボンシティ推進課  ゼロカーボンシティ推進担当  

( 2 )  連絡先  

〒２７７－８５０５  千葉県柏市柏五丁目１０番１号  

電話番号：０４－７１６８－０７０３（直通）  

Ｅメールアドレス： z e r o c a r b o n @ c i t y . k a s h i w a . c h i b a . j p  

 

１７  資料の貸与  

  参加資格要件確認結果の合格者については，市が保有する対象施設

（一部施設を除く）の平面図を市の判断において貸与する。  

  なお，貸与を受けた事業者は，企画提案書の提出時に貸与資料を返

却すること。  

  また，市の許可なく貸与資料を複製することを禁ずる。  

 

１８  その他  

( 1 )  提出書類は，エコマーク認定品を使用するなど，グリーン購入法

に配慮すること。  

( 2 )  本プロポーザル方式に係る費用については，全て提案者の負担と

する。  

( 3 )  提出された書類は返却しない。  

また，本プロポーザル方式以外の目的には使用しない。  

( 4 )  参加業者が１者のみであった場合においても，プレゼンテーショ

ン審査を実施する。その際，最優秀提案者として適当でないと認め

られる場合には，最優秀提案者として選定しないことがある。  

( 5 )  参加資格に定めるもののほか，参加意思表明書又は提案書につい
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て，提出期限を過ぎて提出された場合又は提出がなかった場合は失

格とする。  

( 6 )  提出した書類の訂正・差し替えは認めない。ただし，誤字の修正

については，この限りでない。  

( 7 )  提出した書類は，柏市情報公開条例に基づく情報公開の対象とな

る場合がある。  

( 8 )  本プロポーザルを辞退した場合であっても，他の案件について不

利となることはない。  

( 9 )  本事業について，入札保証金及び契約保証金は不要とする。  


